
報告第１６号  

専決処分した事件の報告について  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基

づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分した

ので、同条第２項の規定により報告する。  

平成２８年９月２３日  

提出者 足立区長  近 藤 弥 生  

 



議案当初契約年月日 件　　名 金額変更(円) 工期変更

番号（変更年月日） ［契約の相手方］ ①議決金額 増減率 ①議決工期 変更理由

②変更後金額 （％） ②変更後工期

③変更金額

6327.6.30 入谷大橋及び花畑大橋 ① ①H27.7.1～

平成27年 耐震補強等工事 410,400,000 H28.9.30

第2回足立区

議会定例会で

承認63号

[株式会社大達土木］

5628.3.2 ②

平成28年 462,587,760

第1回足立区

議会定例会で ③

承認56号 52,187,760 12.72%

(処分日) ②H27.7.1～

28.9.6 H28.11.22

(契約変更日)

28.9.6

議決を得た契約の変更調書

（１）橋台等削孔の結果、
内部の鉄筋が干渉したため
ベースプレート等の規格変
更及び再構造計算費用等が
必要となった。
【入谷・花畑共通】
（２）掘削土砂が想定以上
に不良のため、処分費及び
埋戻し土の購入費等が必要
となった。【入谷】
（３）既設土砂の不良によ
り低下した効率を上げ非出
水期までに完了するため、
新たに河川側に仮設道路を
設ける。【入谷】
（４）河川管理者協議中
だった堤防の復旧方法が確
定したため必要な費用を追
加する。【入谷】
（５）工事車両の通行及び
防水対策上支障となる橋上
モニュメント等の撤去が必
要となった。【入谷】
（６）上部工定着ブラケッ
ト用のアンカーボルトの品
質管理を高めるため形状変
更が必要となった。【花
畑】
（７）伸縮装置の取替えに
より生じる既存舗装との段
差解消のための工事を追加
する。【花畑】

（１）掘削土砂不良による
作業効率の低下となった。
【入谷】
（２）護岸や緑道等の復旧
数量の増となった。【入
谷】
（３）河川側の工事用通路
が追加になったことによる
撤去日数増となった。【入
谷】
（４）ダンパーや水平力分
担構造の溶接検査の増と
なった。【入谷】



議案当初契約年月日 件　　名 金額変更(円) 工期変更

番号（変更年月日） ［契約の相手方］ ①議決金額 増減率 ①議決工期 変更理由

②変更後金額 （％） ②変更後工期

③変更金額

14427.12.9 区画整理工事[佐野－１１] ① ①H27.12.10～

平成27年 223,344,000 H28.9.9

第4回足立区

議会定例会で

承認144号

[株式会社大基建設]

(処分日) ② ②H27.12.10～

28.8.24 H28.9.30

(契約変更日)

28.8.24 ③

　歩道設置予定道路のNTT
柱（東電等共架柱）の移設
位置確定に伴い、移設先の
土地所有者の同意に時間を
要し、当初工期内での歩道
設置工事完了が困難となっ
た。


